
■
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

▽
期
日
　
４
月
16
日(

木)

。

▽
内
容
　
メ
ー
ン
ス
タ
ン
ド
の
観

覧
席
が
新
し
く
な
っ
た
ほ
か
、
会

議
室
な
ど
に
も
利
用
で
き
る
シ
ア

タ
ー
ホ
ー
ル
な
ど
が
で
き
ま
し
た
。

▽
入
場
料
　
右
下
表
の
通
り
。

■
内
覧
会

▽
日
時
　
４
月
12
日(

日)

正
午
〜

午
後
３
時
。

▽
会
場
　
宇
都
宮
競
輪
場
（
東
戸

祭
１
丁
目
）。

▽
内
容
　
新
メ
ー
ン
ス
タ
ン
ド
・

場
内
広
場
な
ど
の
自
由
見
学
、
競

輪
模
擬
レ
ー
ス
、
競
輪
選
手
ト
ー

ク
シ
ョ
ー
、
映
画
上
映
な
ど
。

▽
費
用
　
無
料
。

Á
公
営
事
業
所
1(

625)

０
１
０
０

▽
募
集
期
間
　
４

月
30
日(

木)

ま
で
。

▽
要
件
　
次
の
要

件
す
べ
て
を
満
た

す
者
1
宇
都
宮
産
の
農
産
物
な
ど
、

宇
都
宮
の
農
資
源
を
活
用
し
た
新

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
て
い

る
2
２
者
以
上
の
企
業
・
団
体
が

連
携
し
た
共
同
チ
ー
ム
で
あ
る
。

▽
内
容
　
事
業
費
の
３
分
の
２
を

補
助
（
上
限
70
万
円
）。

▽
申
込
　
事
前
相
談
を
、
農
業
振

興
課
1(

632)

２
８
４
３
へ
。

▽
試
験
日
　
５
月

16
日(

土)

。
た
だ

し
、
飛
行
要
員
希

望

者

は

16
日

(

土)

・
17
日(

日)

の
２
日
間
。

▽
資
格
　
20
〜
25
歳
の
人
（
22

歳
以
上
は
大
学
卒
。
見
込
み
を
含

む
）。

▽
申
込
期
間
　
５
月
12
日
ま
で
。

Á
自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本
部
宇

都
宮
分
室
1(

638)

１
９
２
２
、
市

民
課
1(

632)

２
２
７
４

▽
縦
覧
期
間
　
４

月

30
日
ま
で
。

午
前
８
時

30
分

〜
午
後
７
時
。

▽
縦
覧
場
所
　
資
産
税
課(

市
役

所
２
階)

。

▽
縦
覧
で
き
る
人
　
市
内
に
あ
る

土
地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
る
人
、
そ
の
委
任

を
受
け
た
人(

委
任
状
必
要)

、
納

税
管
理
人
な
ど
。

▽
縦
覧
で
き
る
事
項
　
土
地
価
格

等
縦
覧
帳
簿
、
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
。

▽
必
要
な
も
の
　
申
請
者
の
認
め

印
、
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
、
申
請
者
が
代
理
人
の
場

合
や
、
所
有
者
が
法
人
の
場
合
は

委
任
状
が
必
要
。

Á
資
産
税
課
1(

632)

２
２
４
３
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本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

税・産業・雇用

産
　
業

競
輪
場
メ
ー
ン
ス
タ
ン
ド

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

ご
活
用
く
だ
さ
い

農
産
物
の
商
品
開
発
補
助
金

税

固
定
資
産
税
の
縦
覧
を

実
施
し
て
い
ま
す

雇
　
用

自
衛
隊
幹
部
候
補
生

募
集

雇用助成制度をご利用ください
対象労働者を拡大しました

対象者 市税に滞納がない、市内の雇用保険適用事業主。

適用の期
間および
条件

平成22年3月31日までに、対象労働者を常用労
働者(パート労働者を除く)として雇用期間の定め
なく雇い入れ、3カ月以上勤務している場合。
※対象労働者を雇用した日の6カ月前から助成金
交付決定日までに、事業主都合による解雇者が
いる場合は対象外。

対象労働
者の要件
および助
成額

¡事業主都合による離職者
▽要件　1雇用された日の年齢が15歳以上65歳
未満(60歳以上はハローワークなどの紹介による
雇い入れに限る)2前事業所を事業主の都合（倒
産・人員整理など）により、余儀なく退職した
など。
™若年者・高齢者・女性
▽要件　1雇用された日の年齢が、25歳以上35
歳未満（若年者）、55歳以上65歳未満（高齢者）、
35歳以上45歳未満（女性）2雇用される前の1
年間、仕事に就いていないなど。
£新卒未就職者
▽要件　中学・高校・大学などの新卒者で、卒
業後1年以内の未就職者。
¢派遣社員で雇い止めに遭った人など
▽要件　雇い止めに遭って1年以内の人。
■助成額
¡＝1人当たり60万円、™～¢＝1人当たり30万
円。

申請時期 雇用日から3カ月を経過した日から6カ月以内。

※申請書などは、市ホームページから取り出せます。
Á商工振興課1(632)2444

施　設　名

■メーンスタンド
入場料

本 場 場 外

2階特別観覧席 1,000円 500円

3階ロイヤルルーム 3,000円 2,000円

施　設　名

■センタースタンド

本 場 場 外

1･3階特別観覧席 300円 200円

レディース･カップル席 500円 300円

新しいメーンスタンド（イメージ図）
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◎登録調査員を募集 社会の情報基盤として統計調査は必要不可欠なものです。この統計調査の実施に備
え、事前に調査員として登録していただける人を募集しています。▽資格　原則として20歳以上で、調
査期間中、調査活動に専念できる人。秘密保持に信頼ができる人。選挙関係者、徴税・警察に直接関係の
ない人▽報酬　35,000円程度（調査により異なります）▽主な統計調査予定（調査期日）平成21年経済
センサス基礎調査（平成21年7月1日）、国勢調査（平成22年10月1日）。Á政策審議室1(632)2124

税
・
産
業
・
雇
用 公的年金から市民税・県民税の特別徴収が始まります10月

から

平成21年度宇都宮市職員採用試験概要
職員採用案内は、総合案内（市役所1階）、人事課（市役所4階）、各地域自治センター・地区市民セン

ター・出張所・生涯学習センターなどで配布しています。
■今年度の試験の変更点
▽これまでの試験区分「Ⅰ類」を、「Ⅰ類（Ａ）」に変更します。
▽30～40歳の人（平成22年4月1日現在）を対象とした試験区分「Ⅰ類（Ｂ）」を新設します。
▽民間企業などにおける職務経験を受験資格とした「社会人採用試験」は実施しません。
■試験日程

日程 試験区分 受験資格 要綱配布・
申込期間 1次

試験内容
2次 3次1次

試験日
2次 3次

Ａ
日程

Ｂ
日程

Ｃ
日程

Ⅰ類（Ａ）
事務
技術

資格職

自己アピール
採用

Ⅰ類（Ｂ）
事務
技術

Ⅱ類

資格職

身体障が
い者を対
象とした
採用 Ⅱ類

Ⅰ類

事務
技術

昭和55年4月2日～63年
4月1日に生まれた人

詳細は要綱をご覧くだ
さい

昭和55年4月2日～63年
4月1日に生まれた人

昭和44年4月2日～55年
4月1日に生まれた人

昭和63年4月2日～平成
4年4月1日に生まれた人

詳細は要綱をご覧くだ
さい

昭和55年4月2日～63年
4月1日に生まれた人

昭和63年4月2日～平成
4年4月1日に生まれた人

4月10日～
28日

5月29日～
6月26日

7月10日～
31日

5月17日
(日)

──

7月26日
(日)

9月6日
(日)

6月下旬～
7月上旬

8月下旬

10月上旬

10月下旬

8月上旬

10月中旬

10月下旬

──

・教養試験
・集団面接

・書類試験

・教養試験
・書類試験

・教養試験
・集団面接

・教養試験
・個人面接
・適性検査
・作文試験

・個人面接
・適性検査
・作文試験
・健康調査

・個人面接
・健康調査

・個人面接
・集団討論

──

・各日程内における併願はできません。
・技術系の職種は、高校または大学などで当該技術に関する専門科目を履修していることが必要です。
・採用は、平成22年4月1日の予定です。
Á人事課1(632)2074

今月は、市民税・県民税が課税になり年金から

特別徴収になっている人が、市外転出や税額の変

更があった場合に、納付方法が変更となる事例を

説明します。

質問１ 私は67歳で、公的年金からの特別徴収の

対象者です。4月下旬に市外に転出する予定にな

っていますが、平成21年度の市民税・県民税の納

付方法はどのようになりますか。

答え１ 1月1日の時点で宇都宮市に住んでいます

ので、市民税・県民税は宇都宮市で課税になりま

すが、市外に転出した場合は、特別徴収の対象に

なりません。納付書または口座振替で納めてくだ

さい。

質問２ 今年10月の特別徴収開始後、確定申告で

医療費控除を行うのを忘れたことに気が付き、更

正の申告を行ったような場合は、納付方法はどの

ようになりますか。

答え２ 医療費控除を行うことで市民税・県民税

の税額が変更になった場合、公的年金からの特別

徴収は中止となります。徴収済額を除いた残額を、

納付書または口座振替で納めてください。

質問３ ｢質問2」のように、年度途中で市民税・

県民税の税額が変更になり、公的年金からの特別

徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつか

らになりますか。

答え３ 翌年度の10月の年金支給分から特別徴収

を再開します。

質問４ 市外転出や年度途中の税額の変更のほか

に、納付書または口座振替で納める事例はありま

すか。

答え４ 公的年金から所得税、介護保険料、国民

健康保険税（または長寿医療保険料）を差し引い

た後の年金支払額が、市民税・県民税の税額を下

回った場合は、特別徴収できませんので、納付書

または口座振替で納めてください。

Á市民税課1(632)2216


